様式第6号(第7条第1項関係)
	拾得物件交付書

　　　　　年　　月　　日届け出のあつた漂流物(沈没品)については水難救護法第25条の規定に基づき保管していたが公告の日から6月を経過したので同法第28条の規定に基づきここに交付します。

年　　月　　日　　


　　　　　　　　殿


彦根市長　　　　　　　　　　印　





